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｢平成 19年労働者健康状況調査十の実施について

標記について､別添 ｢平成 19年労働者健康状況調査要綱｣に基づき11月に実施す

ることとしたので､下記事項に留意の上､調査の実施 に遺漏のなきよう癖段のご配慮を

お願いする｡

記

調査の具体的方絵､実施上の留意事項等については､別途送付する ｢平成 19年労働

者健康状況調査手引｣によることQ



平 成 19年 労 働 者 健 康 状 況 調 査 要 綱

1 調査の日的

本調査は､労働者の健康状況､健康管理の推進状況等を把握し､労働者の健康確保対策､自主的

な健康管理の推進等労働衛生行政運営の推進に資することを目的とするものである｡

2 調査の範囲

(1) 地域

日本国全域とする｡

(2) 調査対象

ア 産業

日本標準産業分類による林業､鉱業､建設業､製造業､電気 ･ガス ･熱供給 ･水道集､情

報通信業､､運輸業､卸売 ･小売業､金融 ･保険業,不敏産業､飲食店,宿泊業､医療,福祉､

教育,学習支援菜､複合サービス事業及びサービス業 他 に分類さ重ないもの)とする｡
イ 事業所

平成 16年事業所 ･企業統計調査を母集団として､上記アに該当する産業で､常用労働者

を10人以上雇用する民営事業所のうち牟ら抽出した約 14,000事業所とする｡
ウ 労働者

上記イの草葉所は雇用されている労働者のうちから抽出した約 18,000人とする｡

3 調査事項

･(1) 事業所調査

ア 事業所の属性等に関する事項

(ア) 事業所の主な生産品名文は事業の内容

(イ) 事業所における常用労働音数

(ウ) 企業全体の常用労働者規模

イ 健康管理対策の実施状況に関する事項

(ア) 定期健康診断の実施状況

(イ) がん検診､総合的健康診断 (人間 ドック)の実施状況

(ラ) 長時間労働者に対する面接指導等の実施状況

(ェ) 労働者の健康の保持 ･増進についての嚢施状況

(オ) 心の健康対策 (メンタル-ルスケア)の実施状況

(カ) 喫煙対策の実施状況

(キ) 腰痛対策の実施状況

(2) 労働者静査

ア 労働者の属性等に関する事項

くア) 性､年齢

(イ) 家族の状況

くク) 就策形態

(ェ) 職樫

イ 勤務状況等に関する事項

(ア) 勤務形態 (交替制､深夜勤務)の状汲

(イ) 労働時間 (実労働時間､所定外労働時間)の状沢
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(ウ) 所定休 日の状況

(エ) 通勤時間の状況

(オ) 睡眠時間の状況

り 自己の健康状況及び自主的健康管理に関する事項

(ア) 仕事､職業生活での悩み及びストレスの状況

(イ) 仕事に影響を及ぼす家庭､個人生活等の悩みの状況

(ウ) 健康診断の受診状況

(ェ) 長時間労働者の面接指導等の実施状況

(オ) 健康管理､ス トレス解消のための会社-の期待の状況

(カ) 現在の健康状態

(キ) 持病の状況

(ク) 将来の健康に亮いての不安の状況

(ケ) 健康法等の状況

(コ) 喫煙の状況

4 調査の対象期間

原則として､平成 19年 10月 31日現在とするOただし､一部の事項については過去 1年間､

過去半年間又は過去 1か月間を対象とする｡

5 調査の実施期間

平成 19年 11月 16日から同年 12月5日までとする｡

6 調査機関

(1) 調査の系統

厚生労働省大臣官房統計情報部一都道府県労働局一労働基準監督署一報告者

(2) 調査従事者

都道府県労働局及び労働基準監督署の職員が従事する｡

7 調査方披 ､
(1) 調査票

この調査は次の調査票によって行 うO

ア 事業所要

イ 個人票

(2) 調査票の配布

ア 事業所票は､厚生労働省大臣官房統計情報部から直接､調査対象事業所-郵送するO

イ 個人票は､厚生労働省大臣官房統計情報部から直接､個人調査対象事業所に郵送し､事業

主等が抽出要領に基づき対象労働者を抽出し､配布するO

(3) 調査票の提出

ア 事業所票は､調査対象事業所において記入した後､指定された都道府県労働局又は労働基

準監督署へ返送する｡

イ 個人票は､調査対象労働者が自ら調査票を記入し､封繊した後に 1調査対象事業所等に提

出し､事業主等が指定された都道府県労働局又は労働基準監督署へ返送する′｡

ウ 上記ア､イの調査票について調査従事者は審査の上､都道府県労働局-提出するO

都道府県労働局は､提出された調査票を取りまとめの上､平成 19年 12月2'8日までに厚

生労働省大臣官房統計情報部長あてに提出する｡
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8 主な集計事項

別紙のとおり

9 集計方法

厚生労働省大臣官房統計情報部において集計を行 う｡

10 結果公表

調査実施後 1年以内に鹿果概況を公表し､その後結果報告書を作成する｡

11 関係書類の保存期間と保存責任者

調査票については1年間保存､個票データ (調査票を収録 した電磁的記録媒体)及び結果原義

(又は結果原衆を収録 した電磁的記録媒体)については30年保存とし､これらの保存責任者は厚

生労働大臣とする｡
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(別 紙)

集 計 事 項

〔事業所調査〕

(1) 企業規模 ･事業所規模 ･産業､定期健康診断薬施の有無及び検査項目別事某所割合

(2) 企業規模 ･事業所規模 ･産業､定期健康診断実施の有無及び定期健康診断の実施機関別事業

所割合

(3) 企業規模 ･事業所規模 ･産業 ･就菜形態､定期健康診断の受診率 ･有所見率

(4) 企栄規模 ･事業所規模 ･産業､定期健康診断の実施方捷別事業所割合

(5) 企業規模 ･事業所規模 ･産業､定期健康診断の費用負担別事業所割合

(6) 企業規模 ･事業所規模 ･産業､定期榛東診断の実施担当者別事業所割令

(7) 企業規模 r事業所規模 ･産業､定期健康診断実施の有無及び所定労働時間階級別パー トタイ

ム労働者の有無別事業所割合及び所定労働時間階級別パー トタイム労働者の定期健康診断実施

の有無別事某所割合

(8) 企業規模 ･事業所規模 ･産業 ･定期健康診断実施の有無､定期健康診断実施上の問題点別事

某所割合

(9) 企業規模 ･事業所規模 ･産業､がん検診の実施の有無､受診者の年齢制限の有無及び年齢

制限階級別事業所割合及び平均制限年齢

(10) 企業規模 ･事業所規模 ･産業､がん検診の費用負担別事業所割合

(ll) 企業規模 ･事業所規模 ･産業､人間 ドックの実施の有無､受診者の年齢制限の有無及び年齢

制限階凝別事業所割合及び平均制限年齢

(12) 企業規模 ･事業所規模 ･産業 ･就業形態､がん検診又は人間 ドックの受診率 ･有所見率

(13) 企業規模 ･事業所規模 ･産業､定期健康診断等の結果に基づく健康管理のための事後措置の

有無及び内容別事業所割合

(14) 企業規模 ･事業所規模 ･産業､長時間労働者に対する面接指導等の知不幸嘩膵 菜所割合及び

長時間労働者率

(15) 企業規模 ･寄集所規模 ･産業､長時間労働者など健康-の配慮が必要な者に対する医師によ

る面接指導等の実施別及び実施内容別事業所割合

(16) 企業規模 ･事業所規模 ･産業､長時間労働者に対する面按指導等を街うにあたり活用してい

る機関別事業所割合

(17)企業規模 ･事業所規模 .産業､長時間労働者に対する面接指導等結果を踏まえての措置別事

業所割合

(18) 企業規模 ･事業所規模 ･産業 ･健康づくりの取り組みの有無及び健康づくりの取組内容別事

業所割合

(19) 企菜規模 ･事業所規模 ･産業 ･健康づくりの取組内容､健康づくりの効果の有無別及び種類

別事業所割合

(20) 企業規模 ･事楽所規模 ･産業､健康づくりに取り組んでいない理由別事業所割合

(21) 企業規模 ･事業所規模 ･産策､メンタル-ルスケアの取組の有無及びメンタル-ルスケアの

取組内容別事業所割合
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(22) 企菜規模 ･事楽所規模 ･産業 ･メンタル-ルスケアの取組内容､メンタル-ルスケア推進に

あたっての留意事項別事某所割合

(23) 企菓競模 ･事業所規模 ･産業●･メンタル-ルスケアの散組内容 ･メンタル-ルスケア推進に

あたっての留意事項､メンタル-/レスケアの専門スタッフの有無別及び種類別事業所割合

(24) 企業規模 ･事業所規模 ･蓬栄 ･メンタル-ルスケアの取組内容 ･メンタル-ルスケア推進に

あたっての留意事項 ･メンタル-ルスケアの専門スタッフ､メンタル-ルスケアの効果別事業

所割合

(25) 企業規模 ･亭楽所規模 ･産業､メンタル-ルスケアに取り組んでいない理由別事業所割合

(26) 企業規模 ･事業所規模 ･産業 ･メンタル-ルスケアに取り組んでいない理由､今後の取組予

定別事業所割合

(27) 企業規模 ･事業所規模 ･産業 ･メンタル-ルスケアの取組内容､メンタル-Jt,ス上の理由をこ

より休業 ･退職した労働者の有無別事業所割合及び休業者率 ･退職者率

(28) 企業規模 ･事業所規模 ･産業 ･会社が実施した腰痛対策別事業所割合

(29) 企業規模 ･重美所規模 ･産業､.喫煙対策の教組の有無及び取組内容別事業所割合

(30) 企業規模 ･事業所規模 ･産業､喫煙対策に取り組んでいない理由別事業所割合

(31) 企業規模 ･事業所規模 ･産業､労償膚 の健康管理対策の重要課題別事業所割合

〔労働者調査〕

(1) 性 ･年齢階級 ･就業形態 ･職噂 ･企共規模 .事業所規模 ･産業､

無別労働者割合

(2) 性 ･年齢階級 ･就♯形態 暮職種 ･企業規模 ･事業所規模 ･産業､

労働者割合

(3) 性 ･年齢階級 .就業形態 ･職種 ･企業規模 ･事業所規模 ･産業､

有無別労働者割合

(4) 性 ･年齢階級 ･就業形態 ･職種 ･企業規模 ･事業所規模 ･産業､

(5) 性 ･年齢階級 ･就顔形櫨 ･職種 ･企業規模 ･事業所規模 ･産業､

(6) 性 ･年齢階級 一就業形態 ･職種 ･企業規模 ･事業所規模 ･産衆､

(7) 性 ･年齢階級 ･就業形態 ･職種 ･企業規模 ･事業所規模 ･産業,
A
【コ

く8) 性 ･年齢階級 ･就業形態 ･職種 ･企薬規模 ･事業所規模 ･産業､

(9) 性 ･年齢階級 .就業形態 ･職種 ･企業観掛 事業戸由 模 ･産業､

働時間十通勤時間)別労働者割合

(10) 性 ･年齢階級 .就業形態 ･職種 ･企業規模 ･事業所規模 ･産菜､

家族状況及び単身赴任の有

管理職であることの有無別

交替制の有無及び探夜業の

週休制別労働者割合

勤務形態別労働者割合

実労働時間別労働者割合

所定外労働時間別労働者剖

通勤時間別労働者割合

労イ鋸こ係る必要時聞 く実労

睡眠時間別労働者割合

(ll) 性 .年齢階級 ･就業形態 ･職種 ･企業規模 ･事業所規模 ･産業 ･喫煙の有無 ･現在の健康状

態 ･勤務形態 ･週休制 ･労働時間 ･労働に係る必要時間 ･通勤時間 ･睡眠時間 ･ス トレスの有

無 ･ストレスに漸する相談できる人の有無及び種類別労働者割合

(12) 性 ･年齢階級 ･就業形態 ･職種 ･企業規模 ･事業所規模 ･産業 ･喫煙の有無 ･現在の健康状

態 ･勤務形態 ･週休制 ･労働時間 ･労働に係る必要時間 ･通勤時間 ･睡眠時間 ･ス トレスの解

消不解消別労働者割合

(13) 性 ･年齢階級 ･就業形健 ･職種 ･企業規模 ･事業所規模 ･産業 ･喫煙の有無 ･現在の健康状
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態 ･勤務形態 ･週休制 ･労働時間 ･労働に係る必要時間 ･通勤時間 ･睡眠時間､仕事や職業生

活に関する不安､悩み､ス トレスの有無及び内容別労働者割合

(14) 性 ･年齢階級 ･就業形態 ･職種 ･企業規模 ･事業所規模 ･産業 ･喫煙の有無 ･現在の健康状

態 ･勤務形態 ･週休制 ･労働時間 ･労働に係る必要時間 ･通勤時間 ･睡眠時間 ･家庭､個人生

活等に関して大きな心配ごと､悩みごとの有無別労働者割合

(15) 性 ･年齢階級 ･就業形儀 ･職種 ･企業規模 ･事業所規模 ･産業 ･単身赴任の有無 ･喫煙の有

無 ･現在の健康状態 ･勤務形態 ･週休制 ･労働時間 ･労働に係る必要時間 ･通勤時間 ･睡眠時

間 ･将来の健康不安の状況､定期健康診断の受診状況別労働者割令

(16) 性 ･年齢階級 ･就業形態 ･職種 ･企業規模 ･事貴所規模 ･産業 ･単身赴任の有無 ･喫煙の有

無 ･現在の健康状態 ･勤務形儀 ･週休制 ･労働時間 ･労働に係る必要時間 ･通勤時間 ･睡眠時

間 ･将来の健康不安の状況 ･定期健康診断の健診項目､定期健康診断を受診しなかった理由別

労働者割合

(17) 性 ･年齢階級 ･就菓形態 ･職種 ･金策規模 ･事業所規模 ･産業 ･単身赴任の有無 ･喫煙の有

無 ･現在の健康状態 ･勤務形鰻 ･週休制 ･労働時間 ･労働に係る必要時間 ･通勤時間 ･睡眠時

間､将来の健康不安の状況 ･定期健康診断の検査項目､指摘後の検査及び治棟の有無別労働者

割合

(18) 企業規模 ･事業所規模 ･産業､長時間労働者に対する医師による面接指導を実施する制度の

知不知及び過去半年間の面接指導等の有無 ･内容別労働者割合

(19) 企業規模 ･事業所規模 ･産業､長時間労働者に対する医師による面接指導を実施する制度の

知不知 ･過去半年間の面接指導内容､面接指導における具体的な実施内容及び面漢指導等後の

措置別労働者割合

(20) 性 ･年齢階級 ･就業形態 ･職療 ･企業規模 ･事薬所規模 ･産業 ･家族状況 ･単身赴任の有無

･喫煙の有無 ･現在の健康状態 ･勤務形態 ･週休制 ･労働時間 ･労働に係る必要時間 ･通勤時

間 ･睡眠時間 ･将来の健康不安の状況､健康管理やストレス解消のために事業所に期待する事

項別労働者割合

(21) 性 ･年齢階級 ･就業形態 ･職程 .企業規模 ･事業所規模 ･産業 暮喫煙の有無 ･勤務形態 ･週

休制 ･労働時間 ･労働に係る必要時間 ･通勤時間 ･睡眠時間､現在の健康状態別労働者割合

(22) 性 ･年齢階級 ･就業形態 ･職種 ･企業規模 ･事業所規模 ･産業 ･家族状況 ･単身赴任の有無

･喫煙の有無 ･現在の健康状態 ･勤務形態 ･週休制 ･労働時間 ･労働に係る必要時間 ･通勤時

間 ･睡眠時間､持病の有無及び持病の穫横別労働者割合

(23) 性 ･年齢階級 ･就業嘩億 ･･職種 ･企業規模 ･事業所規模 ･産業 一･家族状況 ･単身赴任の有無

･喫煙の有無 ･現在の鍵康状儀 ･持病の有無 ･勤務形態 ･週休制 ･労働時間 ･労働に係る必要

時間 ･通勤時間 ･睡眠時間､将来の健康不安の状況別労働者割合

(24) 性 ･年齢階級 ･就業形態 ･職種 ･企業規模 ･事業所規模 ･産業 ･家族状況 ･単身赴任の有無

･喫煙の有無 ･現在の健康状態 ･持病の有無 ･勤務形態 ･週休制 ･労働時間 ･労働に係る時間

･通勤時間 ･睡眠時間 ･将来の健康不安の状況､健康法の実施の有無別及び種類別労働者割合

(25) 性 ･年齢階級 ･就業形態 ･職種 ･企業鯨模 ･事業所規模 ･産業､喫煙の有無別労働者割合

(26) 性 ･年齢階級 ･就業形憶 ･職種 ･企業規模 ･事業所規模 ･産業 ･喫煙の有無 ･現在の健康状

態 ･勤務形態 ･週休制 ･労働時間 ･労働に係る必要時間 ･通勤時間 ･睡眠時間､受動喫煙の有

無別労働者割合
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(27) 性 ･年齢階級 ･就業形態 ･職種 ･企業規模 ･事業所規模 ･産業 ･喫煙の有無 ･受動喫煙の有

無 ･現在の健康状懐 ･勤務形態 ･週休制 ･労働時間 ･労働に係る必要時間 ･通勤時間 ･睡眠時

●間､喫煙に対する不快感の有無別労働者割合

(28) 性 ･年齢階級 ･就業形態 ･職種 ･企業規模 ･事業所規模 ･産業 ･喫煙の有無 ･受動喫煙の有

無 ･喫煙に対する不快感の有無 暮現在の健康状静 ･勤務形儀 ･週休制 ･労働暗面 ･労働に係る

必要時間 ･通勤時間 ･睡眠時間､望むべき職場に対する喫煙対策別労働者割合
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玲務省承認 N o. 2 7 0 6 2

平成 1.9年労働者健康状況調査
(事 業 所 票)

@

厚 生 労働 省

提

出
先

の労
働

局
又
は

労

働

基準
監
督
署

【7Il一I- 7__ I一_ I

【取入上の注意1

1この調査寮は､
衛生管理者等事業所の健康管理の兼務に通

じている方が記入するようお願いします｡

2この調査票は全部でl8ペ-P
lあります
｡
3鯛査窮の記入に当たっては､
記入要領を参照し
､
最後のペ

_
二ジまで記入してくださいD

4 特にことわ りのない限 り

の状況について記入 してく

平成19年10月31日現在

5 辞 にことわ りのない限 り､該当す る番号 1つに0印をつけ

て くだ さい｡また､空棚には数値を右鰭で記入 して くだ さい

(複数回答の可能性があるものは､回答欄が隙琵吉浦針のよう

に網掛けとなっています｡)｡

6 ･矢印 (-)のあるところは矢印にそって質問が終わるまで

答 えて くだ さい｡

8 寄集所の名称等に変更があった場合 は抹消線 (-)で抹消

し､変質後の名称等を嘗己赦 して くだ さい｡

王 事 業所 に関す る事項

1 喪主農政の常用労働者致 (派遣労働者を除くO) (,%1)

事業所の名称T所在地

記
入
担
当
者

氏名

敢話
内線()

この調査熟 ま､統計以外の目的に使用することはありませんの

で､事実をありのままに記入 してください｡

2 貴史 藍全体 (本社 ､支 社 ､工 場 ､営業 所

等を合わせた全体)の常用労働巻数

(往 1) r常用労働者｣とは､①期間を決めずに又は1か月を超える,期間を定めて雇われている者及び②施時又は日礎労働者で9月及び10月の
各月にそれぞれ18日以上事発所に雇われた者をいいます (雇用期間の定めがあり､1年以上使用されることが予定されていない場合も含
みます｡ただし､その場合は rその他Jに紀入してください｡)｡

なお､ r派達労働軌 とは､労勘考輝冶法 (労働者砺波啓発の適正な運営の確倶及び滞迫労働者の就集魚件に関する綾律)に基づき､
平成19牢10月31日現在､派遣元事発所から奔串某所に派遣されている労働者をいいます｡

(注2) ト 般社員Jとは､常用労働者のうち､フルタイム執務で雇用期間の定めのない者をいし､ます (車称の如何を問わず､雇用期間の定め
のない者は r一般社員｣に含みます.)｡

(技3) r契約社員Jとは､常用労働者のうち､フルタイム勤務で雇用期間の定めがあるが,1年以上使用されることが予定されている者をい
います｡ただし､雇用期間の定めがあり､1年以上使用されることが予定されていない賂合は rその他｣に記入してください｡

(注∠l) rパ- トタイム労働軌 とは,常用労働者のうち,1日の所定労働時間が-般社員より短い音叉は1過の所定労伽時間が一般社員より
少ない者のいずれかに絃当する者をいいます｡ただし､擢用期間の定めがあり､ 1年以上使用されることが予定されていない場合は rそ
の他｣に記入してください｡

(性5) rその他Jとは､上記の r一般社員J､ r契約社員｣､rパー トタイム労働者J以外の常用労働者をいいます｡臨時又は日原労働者で
9月及び10月の各月にそれぞれ18日以上雇われた者も含みます｡

_l_



Ⅱ 健康管理対策の実施状況に関する事項

問1 定期健康診断について

Q) 過去 1年間 (平成18年11月1日から平成19年10月31日まで､以下同じ｡)に定期健康診断を実施
しましたかO

実 施 し た

実施 しなかった
一一 ②～⑧すべてお答えください｡

② 過去1年間における定期健康診断の受診音数及び有所
見者数を就集形態別(=記入してくださいD

同一の労働者が2回収上定期健康診断を受診した場合,
人数は1人と数えます｡

定期健康診断 .受 診 者 数 有所見音数
千 人 千 人

-般 社 員

契約社員 (フルタイム勤務)

パー トタイム労働者

その他

常用労働者合計

(談当する番号すべてに0をつけてください｡)

⑧ その健康診断を爽施 した場所はどこですか｡

健康診断窮港甥所が2つ以上ある場合は.
も多いものの尊卑1つに0番つけてください｡

事業所内で 実 施 事~乗務画 面静~療覇 ですべて実施 1検査の-郎又は全部を検診車で実施 二｣L__｣

事貴所外で 実 施 病 院 診 療 所 3
保健 所 .市 町村 保健 セ ンター 4

⑤ その健康診断の実施方法はどれですか｡

主として事業所内の産業医等産業保健ネタツ 1
フによる実施

健診機関-の委託 2

組合管掌健康保険による保健事業で行われる 3
健康診断を利用 ､

政府管掌健康保険による保健事業で行われる 4

健康診断を利用

労働者が任意の健診機関で受診 5

次寛⑥にお進み ください｡
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⑥ 費用は誰が負担 しましたか｡

事業主が全額負担 1.

事業主が-都負担 ･2

⑦ 過去 1年間に､以下の左記に該当するパー トタイム労働者はいますかOまた､過去 1年間に､それ
らのパー トタイム労働者について､それぞれ定期健康診断を実施 していますか｡

-般社員の週所定労働時間のA盆 いる 1
_壁_旦退去執くパー トタイム労働者

実施 している 1

2

-般社員の過所定労働時間の老公 いる 1
旦上表造働くパー トタイム労働者

実施 している 1

2

⑧ 定期健康診断実施の際､産業医等はどのように関与 しま したか｡
(関与している噂合には.各担当者ごとに関与の仕方について､該当する番号すべてに0をつけてください｡)

健 康 診 断企 画 f 讐 康 診 警 f憲護霊警蒜芸 貰 診 結 果 の録 管 理 保 管

産 '業 医 '心.I'. 5 6壬...>.I.栄 -きり毛.i:､.ヾ 仏 ･'キこV/ u
:)I -sj.詳fE<言 T′●̀ィ,■′

衛生管理者又は衛生推進者等 '/.'''< ヒ>'.i 言i..7㍍;:毒{̂●."･■-∫ ･日放､l- ':●~-.~ー 5 6.:ミミ:3.壬:連絡鞘弼粥串茶喜享離弼韓;i 砕き:持欝

福利厚生 .人労務等担 当 5 6.:.i.:?.I;F:学長::亮妻が;-i:吉宗*::i::呈…昔琵 ･'.ン葬汚琵 I.V...く

(定期健康診断の実施の有無にかかわらず､全社お答えください｡)

⑨ 定期健康診断を実施する上で､どんなことが問題となりますか｡

(問題がある場合には一議当する番号すべて___F=.0をつけてください｡)

問題がある 健康診断に要する費用が高額である 環さ

健康診断を実施する適当な健診機関がない (見つけにくい) 普

健康診断を実施する時間がとれない (とりにくい) :.=法…

健康診断に関する事務が煩雑である 貴や､■

未受診者の振替健診の 日程確保が困難である 憑,Ti

特 に 問 題 は な い 7
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間2 がん検診､人間 ドックについて

① 過去1年間 (平成T8年11月1日から平成19年10月31日まで､以下同じ｡)に一定の検査項目に
ついて行う ｢がん検診｣を実施しましたか｡ (事業所が所属する健康保険組合が行っている場合
も含めてください｡)実施した隙に受診者の年齢制限を設けた場合は､その年齢も記入してくだ
さい｡

実 施 し た

実施しなかった

② 次のどれを実施しましたかO 〔諾 翌讐 警荒 野 の〕

該当する番号宜生
工に0をつけてく
ださい｡

胃が ん検 診 汰:I/A;Y<

肺 が ん検 診 T芯:壌*

食道がん検診 :冒::¥こ

大腸がん検診 ･;/I
蛋

乳 が ん検 診 ･>>.三g.i.

子宮がん検診 >=1'..i:.L義塾

･ー

->

= ==コ

巳≡=コ

==H

歳以上歳以上歳以上歳以上歳以上歳以上歳以上

③ 費用は誰が魚琴しましたか｡
(事尭所が所属する健康保険組合が行っている場合は2に0をつけてください｡)

1
2 .

事業主が全額負担

事業主 .労働者が共に負担

④ 過去 1年間に身体の総合的健康診断を行う r人間 ドックJを実施しましたか｡
(事業所が所属する健康保険組合が行っている場合も含めてくださいO)

⑤ ｢人間ドック｣を実施した際に
受診者の年齢制限を設けた場合は.
その年齢を記入してください｡-

⑥ 過去1年間におけるがん検診又は人間 ドックの受診者数及び有所見者数を就業形態別に記入して
ください｡

(同一労働者が2種類以上のがん検診又は人間 ドックを受診した場合､人数は1人と数えます｡)

がん検診又は人 間 ドック受 診 者 数千 人 有所見音数.千 人

-般社員

契約社員 (フルタイム勤務)

パー トタイム労働者

その他

常用労働者合計

-4-



問3 過去 1年間 (平成18年11月1日から平成19年10月31日まで)に実施した定期健康診断やがん検診､

人間ドックなど他の健康診断の結果に基づき､異常の所見があった労働者について健康管理のために何ら

かの措置等を行いましたか｡

+異た 健康管理等について医師又は歯科医師から意見を聴いた

再検査 .精密検査の指示等の保健指導を行った

就業場所の変更や作業転換の措置をとった

労働時間の短縮や時間外労働の制限の措置をとった

作業環境管理 .作業管理の見直しのため､作業環境測定を実施した

作業環境管理 .作業管理の見直しのため､施設又は設備の整腐 .改善を実施した

その他の措置を行った

特に何も行っていない 8

問4 長時間労働者に対する面接指導について

荏) 長時間労働者に対する医師による両様指導制度 (※)を知ってい京すか｡

･X 時間外･休日労働が1か月当たり100時間を絶え､かつ､一定の要件を満たした者に対して医師による面
接指導を乗施する制度です｡

知 っ て い る ｢ i1

知 ら な い l_ヱ ｣

血空 r知_らない｣と回答した場合笠島 .以下のe)以降の事項について回答してください_｡rJ

② 過去半年間 (平成19年5月1Eは､ら平成19年10月31日まで)に.長時間にわたる時間外 .休日労
働を行った労働者など健康への配慮が必要な者に対して医師による面接指導等 (※)を実施しまし
たか く該当する番号のすべてに0をつけてください｡)｡

※ 保健師による保健搾乳 チェックリストにより疲労蓄積度を確認すること､産菜医たよる事業場に対す
る助言指導などを含みます｡

面来援
施緒
L等
た等

時間外 .1休日労働がtか月当たり100時間を超え､申し出を行った
労働者に対して医師に.よる面接指導を実施した

時間外 .休日労働が1か月当たり80時間を超え､100時間以下で､:だ…g::放牧和:祥き;申し出を行った労働者に対して医師による面接指導隼を実施した
時間外 .休日労働が1か月当たり45時間を超え､80時間以下で､
必要と認めた労働者に対して医師による面接指導等を実施した

事業所で独自の基準を定め､基準に骸当する労働者に対して医師によ こ;i諾噂欝撃群

事業所内の誰が又は事業所外のどのような機関が､②の面接指導等を実施しましたか｡
(放当する番号すべてに0番つTlでください｡)

二 …
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⑥ ②の面接指導結果を踏まえどのような措置を講じましたかQ
(故当する尊号すべてに0をつけてください｡)

就業場所の変更

蘇
じ
た

労働時間の短縮

深夜業の回数の減少

その他 (具体的に )

⑤ 過去1か月間 (平成19年10月1日から10月31日まで)において次のような長時間にわたる労働を
行った労働者は何人いますか｡ (いない場合は ｢OJと記入してください｡)

(人)

時間外 .休日労働が100時間を超える労働者 l■

時間外 .休日労働が80時間を超え､100時間以下の労働者 I

時間外 .休日労働が45時間を超え､80時間以下の労働者 l

間5 労働者の健康の保持 ･増進について I
(注) r健康の保持 ･増進Jとは､健康を増進させ､高血圧症､糖尿病等の生活習＼憤病を未然に予防するこ

とを目的に健康教育や栄養指導の実施及び運動施設の整備等を図ることをいい岳す.
㌔

G) 労働者の健康の保持 ･増進に取り組んでいますか｡

取 り組 んでい る

取り組んでいない

② 現在､どのよう_なことを行っていますか
(南当する番号すうてr=.0をつけて(ださい｡)

THP (トータル .-ルスプロモーション .プ
ラン)による健麻づくりの実施

労働者の健康の保持 .増進に関する計画の策定 -.●J.仙rr}せ鼓索.'q描'3'f買書(01を除く)

職場体換 -
体力測定
健康相談 〟
体力づくりのための研修､講演等
職場内のスポーツクラブ､同好会の設置 I:
職場外のスポーツクラブ､フィットネスクラブ
等の利用

職場内のスポーツ大会の実施

③ 労働者の健康の保持 ･増進の取り組みに効果はありますかO
(効果がある場合には_故当する番号ヨ二重エ1品0をつけてください｡)

効果がめる 有所見者の減少

病体者の減少

職場の活性化 ㌔

喫煙者の減少 叫..

その他
効果が出ていない 6

⑥ 取り組んでいない理由は何ですか｡

〔学芸富民㌘敬 重比 0をつけで 〕
-

設備､場所がない
経費がかかる
労働者の関心がない
専門スタッフがいない
必要性を感じない

-6-

⑤ 今後､労働者の健康の保持 ･増進に取り組む予定
はありますか｡

取り組む予定である

取り組む予定はない



問6 心の健康対策 (メンタルヘルスケア)について
(注) ｢心の健康対策 (メンタルヘルスケア)Jとは,統合失調症等の精神障害の治療を主な目的とするので

はなく､労働者の心の健康を主眼とし､労働者の精神的不安.自信喪失､イライラ等の軽減あるいは解消
を目的に教育研修や情報提供の実施及び相談体制の整備等を図ることをいいますo

① 心の健康対策 (メンタルヘルスケア)に取り組んでいますか｡

l取 り組 ん で い る､Fl=I取 り組 んでいない ｢妾1~

② 現在､どのようなことを行ってい蒙すかO.
(該当する番号土地 0をつけてくださいo)

Gメン メンタル-ルス対策について衛生委員会等での調査等叢

メンタル-ルスケアに関する問題点を解釈するための計画の策定と実施 f:.;ウ..
メンタルヘルスケアの実務を行 う授当者の選任 :く
労働者-の教育研修 .情報提供 :～.i:
管理監督者-の教育研修 .情報提供
事業所内の産業保健スタッフ-の教育研修 .情報提供 Jミ≡}}:
職場環境等の評価及び改善 韓
労働者からの相統対応の体制整備 君梅-.tit>詫
職場復帰における支援 (職場復帰支援プログラムの策定を含む○) 如-:幹
地域産業保健センターを宿用 した対策の実施 I.と.～モモ;
都道府県産業保健推進センターを活用した対策の実施 夢
医療機関を活用した対策の実施 寧廼肇藁

その他 メチ

③ メンタルヘルスケアを推進するにあたって留意している事項はありますか○
(敦当する番号互生工に0をつけてください○)

留意している 心の健康問題に関する誤解等の解消 敵

職場配置｣､人事異動等 軸
労働者の個人情報の保惑-の配慮 輩萱壁書真:iiS.㌔.I:i
家庭 .個人生活等の職場以外の問題-の配慮
その他

留意している事項杜ない 6

④ メンタルヘルスケアのための専門スタッフを配置していますかo

控 笠 F=岩諾 旨要警 k=琵:汝射 る番雪

が等産業医
い門 産業医以外の医師

るス 保健師又は看護師

謂 蓋欝 賢 欝 推進者 櫛
専門スタッフはいない 7

⑤ メンタルヘルスケアの効果はあると思いますか○

あると思う 1
あると思わない B2
分からない 3

ー7-

(訂 今後メンタルヘルスケアに取り租む
予定はありますか｡

取り組む予定で ある. 1

検討中 2



⑧ 過去1年間 (平成18年11月1日から平成19年10月31Eは で､以下同じ｡)に､メンタルヘルス上の理由に
より連続1か月以上休業した労働者又は遺職した労働者はいますかO

い-i;;-.I｢ 千 1

レ空 ll._E ≡ : ∃

⑨ 過去1年間に､メンタルヘルス上の理由により連続 1か月以上休業した労働者又は退職した労
働者は何人ですかo

(同じ労働者が何回も連続 1か月以上休業した場合は､1人として計上してください｡同じ労働者が
休業した後に退職した場合は. r退職者数｣のみに計上してください｡いない場合は rOJと記入し
てください｡)

休養音数

退職者数

問7 喫煙対策について

① 喫煙対策に取り組んでいますか｡

取 り 組 ん で い る
取 り組 ん で い な い

③ 取り組んでいない理由は何ですか｡
(主なものを2つ以也で汲畠する番号にOをつけてください｡)

② 現在､どのような対策を実施していますかO
(賛当する頚骨すべてにOをつけてください.)

.事業所全体を発煙にしている
喫煙室を設け､.それ以外は禁煙にしている
喫煙コーナーを設け､それ以外は禁煙にしている
･無煙タイムを実施している
会議､研修等の場所を禁煙にしている . 弼轍頻

喫煙蛮又は喫煙コーナーにたばこの煙を登臨はニ盈 お笥祥ぷ誘;把臓畝
装置等を設置している
喫煙室又は喫煙コーナーにたばこの煙を鹿蓋生る装
置等を設置している.

喫煙に対する健康指導を実施している 経唇音
喫煙対策の担当者､担当部署を飲めている 至宝墜顧…
喫煙対策のための垂真金等を開催している
浮遊粉じん､-酸化炭素等の粒度を測定している
気流を測定している -

間8 現在､腰痛対策として取り組んでいることはどんなことですか0
(措置がなされた塙合には.該当する番号すべてに0をつけてください｡)

行っている 作薬の自動化 .省力化

休憩設備の確保 .改善
作業環境の改善
作菓方法等の改善
健康診断の実施
その他 琴喝 .:.;=

開9 労働者の健康管理対策として重要な課題は何ですか｡
(主なもの__革つ以典で談当する番号に0をつけて ください｡)

一以上で質問はすJiて終わりです｡ご協力あLJがとうございました｡一

一＼
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給務省察終 N o . 2 7 0 6 畠

平成 19年労働者健康状況調査
(個 人 票)

この調査昇は､統計以外の目的に使用することは
ありませんので､寄集をありのままに記入してくだ

㊨

厚 生 労働 省

【回答上の注意 コ

1 記入終了竜削よ封筒に入れ､しっかり封をして､事業所の担当者にお渡 しください○

2 この調査票は全部で脚 あります○

3 黒または膏インクのペン又はボールペンで記入してください○

4 特にことわLJのない酪リ､該当する番号に1つだけ_OmをつけてくださいO

(複数回答の可能性があるもの一事､回答欄が脚 のように網かけにーなっていますQ)
5 矢印 (-)のあるとこ.ろは､矢印に沿って歯間が賂わ晶まで同答してください○

開1 あなたの性､年齢､家族の状況についてお答えくださいO

① 性 ② 年齢

女

③ 同居している家族はいますか｡

しるヽ 配偶者

子供

親

その他

レヽない 単身赴任中 5

間2 あなたは､現在どのような就業形態で雇用されていますかO

一 般 社 員 (フルタイム勤務で雇用,q間の定めのない方) 1

契 約 社 員 (フルタイム勤務で尿用期間の定めがある方) 2

F L



間3 あなたの職種は次のどれにあたりますか｡
(複数の職種が該当する場合には､勤務時間が最も多いもの1つに0をしてください｡)

⊂一間4 あなたの勤務の状況等についてお答えくださいO

① あなたの勤務形態は交替制ですか｡

交 替 制 で あ る ｢1 1

② 深夜業務がありますかo

〔三三蓋…嘉芸軍書霊宝……要望曇!6:軍曇買声量三宝≡三豊芸忘芸芸慧立志よ†霊芝空ft=L'(三笠芸志言霊〕

'r_ I =

③ あなたの10月の 1___日平鞄の所定外労働時間を含めた某労働時間及び所定外労働時間は何時問位
でしたか｡

〔平均莫労働時間 (所定外労琳時間を含みます)〕

1

2

r6時間未満

7時間以上8時間未満 .3

8時間以上 9時間未満 4
9時間以上10時間未満 5

項) あなたの所定の体旦はどのようになっていますか｡

週休 1日制又は週休 1日半制 1

何らかの週休2日制 完全週休 2日制 2その他の週休 2巨欄j(牲) 3

秦野的に完全過終2日制より休日日数が多いもの(局 4

-2ー

〔平均所定外労働時間〕

0時間 (なかった) 1

1時間未満 ~~_旦~~
1時間以上 2時間未満 3

2時間以上 3時間米酒 4~~

3時間以上 5時間未満 5

(汰) その他の週休2El封とは､月3回.隔
週､月2回､月1回の週休21ヨ制の他､3
勅1体､4勤1体等喪質的に完全週休2日
制より休日日数が少ないものをいしヽます｡



⑤ あなたの通勤時間はどのくらいですか｡
(片道の通勤時間を挺大してください?)

30分未満 1

30分以上1時間未満 ___2
1時間以上1時間30分未満 3

⑥ あなたの平均の睡眠時閥はどのくらいでしたか｡
(最近1週間の労働日の状況を記入してください.)

5時間未満 二手_
5時間以上6時間未満 2

6時間以上7時間表簡 3
7時間以上8時間未満 4

間5 あなたの職業生活に関してお答えくださいO

① あなたは現在の自分の仕事や職業生活に関する不安､悩み､ストレスを周りに相駄できる人が
いますか｡
また､相談できる人がいる場合､乗降にその人と相談をしたことがありますか｡

〔●[品 冨夏空誓;.{孟- 野 蒜詣 監 ……措 - チ〕

項 目 相 談 でき る人の有 無 相 談の有 無

上司 .同僚 軸主群 '助演#.i -

家族 .友人 軽･紫草野
産業医 託妻真佗:～I.,;i滋紬 xc

産業医以外の医師 fi'{lH;:.I,.i

保健師又は看護師 ･′:■>lf:冒 竹

衛生管理者又は衛生推進者等 士魂).モ::-･ヽ:て~詰怒 覧

カウンセラー等 韓琵'モ:ゴ;如賀春藁葺慧繁華i:軍申

その他 L.++L/弓を漁!モ:i常茄 -

相歌できる人はいない 9

相談しなかった _// 9

② ぁなたが現在の自分の仕事や職業生活
に関する不安や悩み､ス トレスについて
相談したことにより.その不安､悩み､
ストレスは解消されましたか｡

(最も蕊薬な相敬について回答してください｡)

解消された -1

解消されなかつ七が､気が楽 2
になった

解消もされず､気が楽にもな 3

③ あなたは現在の自分の仕事や職業生活に関することで強い不安､悩み､ス トレスとなっていると
感じる事柄がありますかD

あ る ll
し な い 2 ⑥ それはどんなことですか｡

〔撒 謂 喜f=,㌘帆 主なもの脳 血で故当す脚 こ0 〕

仕事の質の問題
.仕事の畳の問題

仕事-の適性の問題
職場の人間関係の問題
昇進､昇給の問題
配置転換の問題
雇用の安定性の問題
会社の将来性の問題
定年後の仕事､老後の問題

事故や災害の経験 拭轟
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間6 あなたは家庭､個人生活等において､仕事に影響するような心配ごと､悩みごとがありますか｡

問7 健康診断の受診状況についてお答えください｡

-① あなたは過去 1年間に会社が薬施する定期健康診断を受けましたかoまた､受けた場合､どの
ような指摘がありましたか｡

検査結果の通知
定 期健康診 断 を受けた

(①でr定期健康診断を受けていないJにEgl替した人のみお答えください｡)

② 定期健康診断を受けなかった主な理由はなんですか｡

多忙であった 1
他のところで受診 した /2-~~~~~~~
面倒くさかつた 3
病気が見つかるのが不安だった ･~-4._"____
健康診断結果を会社に知られたくなかった 萱___二_｣
健康診断が実施されなかった 6

(①でr所見あL)と通知されたJに回答した人のみお答えください｡)

(罫 有所見の指柿を受けて､再検査又は治療を受けましたか｡
(複数の有所見の清掃を受けて.1つでも再検査又は治療を受けた場合は.1に0をつけてください｡)

要再検査又は要治療の指摘があった 再検査又は治療を受をナ哀~~~~~~ 1再検査又は治療を受けなかった 2

-4-



間8 長時間労働者の面接指導等の実施状況についてお答えください｡

① 長時間労働者に対する医師による面接指導制度 (栄)を知っていますか｡

※ 時間外 ･休日労働が1か月当たり100時間を超え､かつ､一定の要件を満たした肴に対して
医師による面接指導を夷施する制度です｡

塾聖二_r知らない____I_と回答した場合もし②以隆r=T31_tてご回答(ださ_ちIn一,

② あなたは過去半年間 (平成19年5月1日から平成19年10月31日)に面接指導等を受けたことが盛
りますか｡ (1-4は擾数回登耳)

める 医師による面接指導を受けたことがある
保健師等による保健指導を受けたことがある 豊萱控室墾
チェックリス一､などで疲労蓄積度を確課したことがある

その他 -

ない 長時間労働は行われているが､事楽所で面接指導等が行われていない 5

②で1-4を選択した方は.③､④両方にご回答くださいO

③ 面接指導等において､具体的にどのようなことが実施されましたか｡
(該当する番号圭杢笠F==Oをつけてください｡)

C
⑥ 面接指導等の後で､何らかの改善措置がありましたかO

(該当する番号すべてに0をつけて(ださい｡)

~ ‥~~ 主

≡ t_ ≡

-5 -



開9 あなたは自分の健康管理やス トレスの解消のために､どのようなことを会社に期待していますか｡

(期待することがある嶺合には､該当する背骨のうち､特に期待の敬いものを,8?以色で0をつけてください.)

期待する､■～.._とがある 健康診断の結果に応 じた健康措導の実施 I.!<.宿:-.

がん検診や人間.ドックの受診費用の負担の軽減 :A:I:i 駕篭>X.

歯科検診の事業所での定期的な実施 戯- ～.∫://:.;.

健康管理のための情報の提供や職場内外における教育研修 義 幾重:モ写エ

休養施設 .スポーツ施設の整備､利用の拡充 . 刺 /,.JH.

悩み事について相談できる体制の整備 孟≦ 安芸毒….

健康管理について相談できる体制の整備 蕃 妄;i;i;

施設整備等の職場環境の改善 甥HI.基音溢

配置転換等の配慮 灘 L-;こHI/投E:I

超過勤務時間の短縮 選志望虫等
その他 5#≦ 牧y_I..込鷲

聞10 あなたの現在の健康状態はどうですか｡

非常に健康である i

まあ健康である 2

やや不調である 3.

非常に不調である 4

間11 あなたは現在持病 (医師から診断されたもの)がありますか｡

あ る

な い

それはどのような病気ですか｡

(rあるJと答えた方のみ､汝当するすべ笠堤0をつけてくださいd)

胃腸病 ぜん息 夢実

高血圧 歯周病 (歯槽膿漏等) 1富喜I.Ur'L;.…野毛

高脂血症 神経症 (ノイローゼ等) 戟 荒海;-t.}>

神経痛､リウマチ 額粛腕症候群 宗
肝臓病 腰痛 :'L.毒拓琵IN.敬h毛管.

腎臓病 痛風 圭読 き:i>::i..S

問12 あなたは､将来の自分の健康状態に不安を持っていますか｡

少 し不安を持っている 2

-6-



間13 あなたは､自分自身の健康のために普段何をしていますか｡
(健康のために何か行っている場合には､該当する番号を生:こに0をつけてください.)

行健つ康てのいたるめに狗か 散歩､体操､ジョギングなどの軽い運動をしている ,¥ふ

テニス､水泳､ゴルフなどのスポーツをしている 芸葦

食事に気をつけている 葺喜

健康食晶､栄養剤などを摂取している 聾●掛H.i:

酒を飲まないあるいは控えめにしている 琵-
たばこを吸わないあるいは控えめにしている …宗

睦沢をよくとるようにしている 累
ストレス解消のためにストレッチやマッサージ等のリラクセーションを行っている,蔓鰐

職場でもできるだけ歯磨きをするようにしている. 茸芸
その他 賓妨#yJ.i.:i

(喫煙の有無にかかわらず全員がお答えください｡)

･間14 喫煙に関してお答えください｡

① あなたは職場でたばこを吸います
J吸う ~｢丁-i

よくある E二三 コ

の煙を吸引すること (受動喫煙)がありますか｡

じること､体調が悪くなることがありますか｡

④ あなたは､職場における喫煙対策として何を望みますか｡
(あなたの職場で実施している項目も含め､該当する番号宜553:JgOをつけてください｡)

事業所全体を禁煙とすること う或襲湘葉i.
喫煙室又は喫煙コーナーを設け､それ以外を禁煙とすること 蔓

喫煙室又は喫煙コ-ナ一にたばこの煙を排気 .除去する機器等を設置すること 琵 ラ
喫煙に対する健康指導を実施すること 霧 汚丁ヾ
喫煙対策の担当者､担当部署を決めること 茸薫 a..:33

喫煙対策のための委員会等を開催すること :.S,i..

浮遊粉じん､一酸化炭素等の浪度.を測定すること 轟 :ヽ
気流を測定すること .:.:i ～:i.

-以上で質問はすべて終わ りです｡ご協力ありがとうございました｡-
(封筒に入れ封をして事叢所0)担当者にお渡しくださいO)

-7-



1

C

-/し

用 語 説 明

｢産業医｣(間5①について) 労働安全衛生汝第13条の規定により､常時50人以上の労働者

を使用する事業所において､労働者の健康管理､健康の保持増
運､健康障害の調査､労働衛生教育等の職務を行 うため､事業
者より選任された医師をいいます (常時使用する労働者50人未
滴の事業所において選任されている場合を含みますO)o

r衛生管理者又は衛生推進者等J(間5①について). ｢衛生管理者｣とは､労働安全衛生法第ユ2条の裁定により､

常時50人以上の労働者を使用する事米所において資格を有する
者の うちから事業者より選任 されて､労働衛生に係る技術的事
項を管理する者をいいます (常時使用する労働者50人未満の事
業所において選任されている場合を含みますo)a

｢衛生推進者等｣とは､衛生推進者又は安全衛生推進者のこ
とで､労働安全衛生飴第12条の2の規定により､常時10人以上
50人東浦の労働者を使用する事策所において､事業者から選任
された労働衛生兼務を実施するために必要な能力を有する者を
いいますO

rカウンセラー等｣ 事業所において､健康の保持増進のために個々の労働者に対して､

(間5①について) メンタル-ルスケア(心の健康対策)を実施する担当者をいいますO

r面接指導制度 j(閏8①について) 長時間の労働により疲労が蓄積 し健康障害発症のリスクが高

まった労働者について､その健康の状況を把操 し､これに応 じ
て本人に対する指導を行 う_とともに､その結果を魔まえた事後
措置を弾 じるために新たに設けられた制度を指します○労働安
全衛生蝕め改正により脳 .心臓疾患の発症を予防するために､

.平成18年 4月 1日から､時間外 .休 日労働が 1か月当た り100時
間を超え､かつ､疲労の蓄積が認められる労働者に対 して､事
葉音は医師による面接指導を実施することが義務づけられまし
た○ ＼
ただ し､常時50人東浦の労働者を使用する事業所は平成20年

4月 1日からの適用ですので､当該事業所では当該面接指導を
受けられないことがありますO しかし適用前であつても､常時
50人未潤の労働者を使用する事業所の労働者は､地域産業保健
センターにおいて､面接指導を受け惑ことができますo

地域産業保健センターは､全国347か所に設置されていますO

｢改善措置｣(間8㊨について) 上記 r面接指導制度｣に基づき､面接指導を実施 した医師か
ら必要な措置について事業者が意見を聴いて､必要と熟める場
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厚 生 労 働 大 臣 殿

総 政 審 第 3 5 2号

平成 19年 9月 20日

稔､務 省 政 策 就 縛

統 計 報 告 の 徴 集 の 承 藩 に つ い て (通 知 )

(対 :平成19年9月 13日付け厚生労働省発統第0913001号)

下記のとおり承熟しますふ

,% 計 報 菅 名

平成19年労働者健康状況調査

事 業 所 崇

個 人 票

雷己

承 欝 番 号 承 常 期 間

No.27062 平成 19年9月20日から

(旧恥231ユ6) 平成20年3月31日まで

No.27063 平成19年9月20日から

(椙M 3117) 平成 20年3月31日まで


